
金
滞
古
蹟
志
巻
三
十

候
。
依
而
御
家
中
等
入
門
い
た
し
候
儀
不
v
苦
候
僚
、
此
段
一
一
統
b
寄

々
可
a
申
談
-
国
田
被
旦
仰
向
-
候
幕
。

八

月

右
之
泊
り
萄
藩
執
政
府
よ
り
建
し
け
り
と
い
へ
共
‘
日
々
時
勢
鑓
湿

し
て
、
翌
七
年
疋
月
城
南
締
木
畠
箆
庫
の
地
に
・
火
術
方
の
役
所
を
治

瞥
せ
ら
れ
、
同
年
夏
頃
落
成
し
て
批
猶
舘
と
鋭
し
‘
此
の
舘
舎
に
於

て
火
術
執
心
の
生
徒
を
募
り
、
火
術
の
体
法
も
一
獲
し
た
る
第
め
、

高
盤
沈
の
小
川
氏
停
法
を
慶
止
せ
り
と
い
へ
り
。

。
横
山
氏
蓄
邸

元
組
山
披
守
長
知
は
.
初
め
城
中
三
の
丸
に
居
住
し
‘
後
新
丸
に
移

住
す
。
故
に
背
は
積
山
氏
を
新
丸
家
と
呼
ぺ
り
と
一
足
ふ
。
然
る
に
元

和
六
年
本
丸
火
災
に
付
き
.
新
丸
の
邸
宅
に
利
常
卿
仮
居
し
給
へ

り
。
故
に
此
の
時
横
山
氏
下
邸
へ
退
去
せ
し
由
、
三
蜜
記
に
見
ね
た

り
。
さ
て
披
内
の
時
間
士
披
外
へ
移
締
の
頃
‘
横
山
氏
小
立
野
庚
坂
高

本
多
安
易
居
邸
の
向
.
今
の
金
津
紳
枇
の
地
越
を
居
邸
と
な
し
、
愛

に
居
住
め
り
し
か
ど
、
元
秘
九
年
綱
紀
卿
の
命
に
依
り
て
此
の
地
を

退
去
し
‘
材
木
町
口
一
横
山
氏
下
邸
の
地
漣
へ
移
柑
仰
せ
り
。
故
に
元
総

六
年
の
士
艇
に
、
横
山
左
衛
門
居
宅
本
多
安
易
守
向
と
見
h
.
事
保

披
事
集
録
に
織
せ
た
る
寧
保
八
年
七
月
九
日
の
伺
書
K
.
横
山
監
物

馬
場
先
と
あ
り
。
監
物
は
長
知
五
世
孫
、
大
和
守
賞
林
叙
僑
前
の
適

格
也
。
横
山
氏
邸
地
の
横
通
り
を
馬
場
先
と
呼
べ
り
。
調
馬
場
を
横
山

氏
遺
り
置
か
れ
し
ゅ
ゑ
、
世
人
呼
ぴ
そ
め
た
る
も
の
た
る
べ
し
。
明

治
四
年
戸
籍
編
成
の
時
、
馬
場
先
と
呼
び
来
れ
る
一
町
を
ば
、
馬
場

崎
町
と
た
し
た
り
。
馬
場
先
は
馬
場
前
の
よ
し
・
な
れ
ば
‘
馬
場
崎
と

文
字
を
改
め
た
る
は
い
か
ど
左
り
。

O
横
山
氏
下
部
跡

三
蜜
記
に
、
慶
長
十
丸
年
利
長
卿
高
岡
に
て
菟
逝
、
北
の
御
方
も
御

ぐ
し
治
る
さ
せ
給
ひ
て
、
玉
泉
院
殿
と
披
し
奉
る
。
頓
て
金
棒
へ
御
引

越
被
v
成
、
営
分
横
山
大
膳
屋
形
へ
被
ν
錫
ν
入
、
大
勝
は
下
屋
敷
陀
住

居
有
ν
之
。
と
あ
り
。
右
下
屋
敷
は
卸
ち
後
々
の
下
邸
左
ら
ん
か
。
按

宇
る
に
‘
横
山
大
膳
は
則
ち
長
知
怠
り
。
嵐
長
十
九
年
利
長
卿
菟
去

の
前
、
故
あ
り
て
流
浪
の
身
と
成
り
、
江
州
坂
本
に
寓
居
し
.
叡
山

花
隠
居
し
て
、
横
山
道
哲
と
稽
し
剃
髪
せ
し
を
、
周
年
の
多
大
坂
出

寧
に
付
き
、
利
常
卿
越
前
洩
生
津
に
て
横
山
道
哲
を
召
出
し
、
復
仕

の
命
あ
り
て
‘
家
総
一
冗
の
如
く
二
高
七
千
石
を
賜
は
り
1

翠
一
冗
和
元

年
大
坂
夏
陣
に
職
功
を
瀬
し
、
同
年
閤
六
月
叙
得
し
て
山
按
守
に
任

金
滞
古
蹟
志
轡
三
十

四

九
年
の
士
艇
に
横
山
大
和
守
材
木
町
。
と
あ
り
。
材
木
町
の
向
寄
た

り
し
ゅ
ゑ
材
木
町
と
載
せ
た
る
な
る
べ
し
。
按
や
る
に
、
改
作
所
奮

記
に
、

発

一
、
二
千
八
百
八
拾
三
歩
三
尺
三
寸
鰭
州
弊
議
鍬
共

右
牛
坂
村
領
之
内
、
元
議
十
五
年
十
一
月
十
五
日
御
普
鰭
曾
所
b
打

渡
す
。上

野
組
留
帳
に
有
v
之。

右
の
琵
書
に
て
見
れ
ば
、
元
職
九
年
広
一
移
轄
の
命
あ
り
し
か
ど
、
持

地
せ
し
は
十
五
年
の
各
な
ら
ん
か
。
銀
是
よ
り
敏
代
愛
に
居
住
あ
り

し
か
ど
、
明
治
厳
藩
置
膝
の
際
退
去
し
て
室
舘
と
成
り
し
を
、
陸
軍

管
所
の
分
管
と
な
し
‘
奮
舘
を
共
の
償
存
せ
し
か
芝
、
明
治
十
二
年

建
物
を
ぽ
悉
く
取
段
ち
た
り
と
ぞ
。

。

上

坂

橋

金
津
橋
梁
記
に
、
上
坂
橋
被
山
山
按
門
前
。
と
あ
り
。
此
の
橋
は
横

山
氏
の
前
な
る
江
川
の
橋
に
て
‘
上
坂
氏
の
邸
地
の
前
な
る
故
に
‘

上
坂
橋
と
呼
ぴ
た
る
も
の
也
。

。

馬

場

先

じ
‘
三
千
石
加
思
あ
り
て
三
寓
石
を
賜
は
り
た
り
る
さ
れ
ば
金
滞
に

て
下
邸
を
賜
は
り
し
も
復
仕
の
後
左
る
ぺ
し
。
+
二
冊
定
書
に
、
享

保
十
七
年
横
山
大
和
守
下
屋
敷
線
、
牛
坂
村
領
之
内
四
千
歩
許
相
渡

り
、
が
け
の
方
盆
地
出
来
之
島
‘
二
千
歩
許
鱒
地
に
相
成
。
と
地
H

締

合
所
部
に
見
h
た
り
。
今
上
働
倒
町
と
す
。

O
横
山
氏
家
士
粛
藤
内
議
助
偉

元
和
二
年
武
功
番
に
云
ふ
。
二
百
石
痴
藤
内
臓
助
.
生
周
越
前
に
冊
.

信
長
之
御
代
越
前
大
野
郡
金
森
法
印
へ
被
v

下
湖
、
法
印
へ
奉
公
民
罷

出
0

・
然
鹿
北
袋
と
申
所
に
、
園
之
牢
人
一
授
共
申
合
、
大
野
郡
之
内

放
火
可
v
仕
由
に
て
、
堺
目
矢
戸
山
と
申
高
山
に
、
多
人
数
を
以
取
飽

に
付
、
日
根
野
備
中
・
同
期
次
右
衛
門
雨
絡
に
而
及
=
合
戦
一
我
等
も
共

乎
に
有
合
、
首
二
つ
討
取
、
一
人
は
組
討
に
仕
た
り
。
右
の
様
子
‘

棲
井
五
右
衛
門
と
申
仁
今
に
有
ν
之
存
知
候
。
叉
大
野
に
て
原
殿
山
保
中

に
辻
捕
助
と
申
者
心
替
仕
鹿
に
、
金
森
出
雲
被
品
開
付
一
一
彼
者
宿
ヘ
自

身
被
=
懸
寄
一
家
を
取
巻
被
v
申
問
、
我
等
も
相
働
、
三
ク
所
深
手
を

負
ふ
と
い
へ
ど
も
、
絡
に
切
倒
し
、
共
内
三
入
手
負
有
v
之
。
有
之
様

子
長
屋
平
定
術
門
被
且
存
知
-
候
。
又
大
野
に
で
、
知
行
之
堺
目
を
波
多

野
新
太
郎
と
申
仁
と
争
ひ
、
我
等
足
弟
三
人
事
行
を
仕
。
新
太
郎
方

四




